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議 題 

（１） 相模原市からの諮問について 

 

（２） 議案第２号 街路樹管理の具体的な計画の在り方について 

１ 街路樹管理計画について 

２ 街路樹の現状と課題 

３ 街路樹管理の在り方（再掲） 

４ 街路樹管理の進め方 

５ 今後のスケジュール 



議 事 の 要 旨 

審議会の冒頭、出席委員の人数が定足数に達していることを確認した。 

主な内容は次のとおり。 

 

議題 

（１）相模原市からの諮問について 

事務局より説明を行った。 

 

（２）議案第２号 街路樹管理の具体的な計画の在り方について 

初めに、「１ 街路樹管理計画について」、「２ 街路樹の現状と課題」、「３ 街

路樹管理の在り方（再掲）」及び「４ 街路樹管理の進め方」について、事務局よ

り説明を行い、次のとおり意見等があった。 

 

（池邊会長）街路樹は、公園の樹木とは異なり、樹木が主役ではなく、道路の安

全が第一である。しかし、温暖化等の影響により、樹冠の最大化を含め、世界

各地で街路樹を増やす取組が行われている。ただし、海外では道路の幅員が広

くとられているが、日本の場合には、狭い歩道に街路樹が大きく育ち、結果と

して車いすやベビーカーのすれ違いができないような道路がかなり多くなって

いる。 

そうした状況を踏まえ、本日皆さんには、説明資料１９ページの「取組方針

ごとの対象路線と対応策の選定方法」などについて、特にご審議いただきたい

と考えている。 

倒木であるとか、根元が植樹ますから張り出していたり、ウロ（樹洞）がで

きていたりする樹木については、一般の市民の方でも伐採しなければならない

ということがわかるかと思うが、歩道幅員が狭い場合などでは、樹木がきれい

に育っているのになぜ伐採しなければならないのかといった疑問も生じるかと

思う。 

しかし、これからの高齢化社会や、保育園児がカートに乗って歩道を散歩す

るなど、様々な道路の利用がある中で、安全の確保のために伐採が必要な樹木

もあるということである。 

今年度は、日本工営さんがコンサルタントを受託し、調査をしていただいて、

環境に合わない樹木や病気になっている樹木、根上がりがひどい樹木など、そ

うした状況が結果として出てくるかと思うので、委員の皆さんには実際に現地

を見ていただきたいとも考えている。 

今後、数十年が経過する中で、今は現状のままでよかったとしても、数十年

後にはさらに高木化・老木化が進んでしまうし、管理コストの面で市の財政を



圧迫することにもなる。 

一方で、相模原市には街路樹が多いという印象を持っている方が多いと思う

し、そのために引っ越してくる方もいらっしゃるかと思うが、そうした「シン

ボル」となっている街路樹については、寿命が短くてもソメイヨシノを引き続

き植えるといったことを昨年度は決めたところである。 

説明資料１９ページでは、「安全性の確保」として、私は「計画更新」と呼

んでいるが、伐採や樹種の変更しなければいけない路線や「シンボル並木」と

して残していく路線の選定方法が示されている。また、「持続可能な管理」では、

これまでの会議で落ち葉による排水障害や管きょの中に根が入ってしまってる

写真を見ていただいたが、様々な問題が生じてきている路線については、この

ところ全国各地で倒木事故が多く発生しているところでもあるが、今このタイ

ミングで何らかの対策を行うことが必要であると考えている。 

また、２０ページの「優先順位」について、緊急輸送路や通学路は道路とし

ての安全性が第一であるため、「優先順位１」にするといった考え方も事務局か

ら示されている。 

本日は、特に１８～２１ページの選定方法や優先順位について、皆さんから

ご意見を賜りたいと思う。 

 

（石川委員）南区の新磯地区には「市道新磯」という路線があり、相模線沿いに

大きな桜の並木が形成されている。ここでは「新磯桜まつり」として、並木を

活用したイベントが行われており、「地域のシンボル並木としてイベント等に活

用されている路線」に当てはまると思う。 

しかし、それらの桜はＪＲの敷地と道路との間に植わっており、ＪＲの敷地

内に植わっている樹木もあって、ＪＲからは鉄道の運行に危ないと言われるこ

とがあるとも聞いている。さらには近隣の小学校の通学路にもなっている。線

路と道路の間に挟まれているということで、歩道の有効幅員も２メートルを確

保できていないのではないかと思われる。 

そうした場合に、「シンボル並木」として間伐や同種更新を検討する以前に、

「安全性の確保」として問答無用で伐採されてしまうのかということを非常に

心配している。 

この桜は地域の方々が大昔に植えたもので、現在では相模線と桜並木の撮影

スポットにもなっており、地域の愛着が強い一方で、安全性の確保のための伐

採を高い優先順位とする考え方が示されたところである。 

市道新磯の桜並木を一例としてお話したが、市内は他にも同じような路線が

あるかと思うので、この選定方法や優先順位に基づいて機械的に進めていくと、

後になって地域から反発が起こるかもしれないと考えている。市道新磯の桜並



木のように、歩道幅員が狭く倒木事故も起きているが、「シンボル並木」として

残してほしい街路樹もあるのではないかと思う。意見のすり合わせが大変だと

思うが、こうした事例があるということを念頭に今後の検討を進めていく必要

があるのではないかと思い、お話をさせていただいた。 

 

（池邊会長）歩道の有効幅員２メートルを確保できていないとか、建築限界に張

り出している樹木は、基本的には残せないということになるが、そのとおりに

進めていくと、大阪市の事例のように、街路樹を２万本伐採して新たに何も植

えないという状態になってしまう。 

昨年度、私たちは、街路樹と市民の両方にとって「幸せな」ということを考

えてきた。 

かつて地域の方々がお手植えをして、現在では地域のイベントが行われてお

り、通常よりも愛着の強い街路樹については、一部を植え替えるとか、桜であ

っても大きくなりすぎない樹種に変えるといったことも考えられる。 

地域の愛着が強かったり、美しい樹形で愛されたりしている「シンボル並木」

であっても、安全性確保の「優先順位１」となっては残すことができないので、

それをどうしていくかということが一番難しいところであると思う。 

 

（道路部調整官）市道新磯の桜並木については、地域の方々の熱い思い入れがあ

り、地域からの要請を受け、昨年度から管理方針・計画の策定に向けた取組状

況の説明に伺っているところである。４月１４日（火）には、「まちづくり会議」

という各団体の長が加入している会議に伺い、管理方針の内容について説明さ

せていただいた。 

地域からは、桜まつりの会場となっており大事な桜並木であるというお話を

伺っているが、歩道の有効幅員について、一部ではあるものの２メートルを確

保できていない箇所があり、ＪＲ敷地内に植わっている樹木もある状況である。 

線路側に枝が張り出していて若干心配な面はあるが、桜の花びらが舞う中を

電車が通っていくということで、ＳＮＳなどでは非常に人気にもなっている。 

そうした良い点、悪い点がある中で、地域の方々とよくお話をさせていただ

き、所管する土木事務所ではＪＲともお話をさせていただきながら、「シンボル

並木」として地域振興に貢献できる路線にしていきたいという考えを事務局と

しては持っている。 

他の路線では、樹木名が路線名になっているにも関わらず、歩道自体の幅員

が２メートルに満たないところがあるが、そうした場合でも、一方的に伐採す

るのではなく、地域と一緒に他の方法も模索しながら調整したいと考えている。 

 



（石川委員）地域との相談の結果、歩道の有効幅員２メートルを確保できていな

くても街路樹を残したとして、事故が起こってしまった場合に責任の所在が難

しくなるのではないか。 

 

（道路部調整官）有効幅員２メートルを確保できていないのであれば、やはり伐

採せざるを得ないと考えており、地域から残してほしいとの強い意向があった

としても、安全確保が第一ということになる。また、この路線は残して、あの

路線は伐採するということになっては対応に差が生じてしまうため、基準を設

けてしっかりと周知をしながら進めることになると思うが、伐採以外に残して

いく方策はないのか、地域の方々と模索しながら取り組んでいきたいと考えて

いる。 

 

（池邊会長）石川委員からお話いただいた事例は、地域のイベントに活用されて

いることや地域の方々の愛着が強いということを踏まえ、残せるところは残し、

切らなければならないところは切るということを、地域の方々と話し合いをし

ながら進めていくとのことなので、他の委員の皆さんも地域で尋ねられること

があれば、歩道の有効幅員２メートルを確保できていないからといって、直ち

にすべてが伐採されるわけではないということをお答えいただきたいと思う。 

こうした資料をこれから外部に示していくと、機械的にすべて伐採されてし

まうのかといった反応が起こることも考えられるので、そうではないというこ

とをご理解いただければと思う。 

 

（石川委員）寿命を迎えつつある樹木自体は危ないので、伐採するということを

打ち出さないと、管理計画としてまとまらないのではないかとも思う。 

 

（池邊会長）小さな樹木に植え替えることにより対処する場合もあるということ

で、ご理解いただければと思う。 

 

（辻野委員）対象路線の選定方法や優先順位を決めなければならないということ

は理解しているが、例えば、交通量や道路の形状に応じた柔軟性を持たせるこ

とも必要ではないか。 

また、安全性の捉え方について、夏場には気温が４０度近くまで上がり、例

えば、宅急便の方が荷物を担いでその中を走ることになる。植え替えによって、

かなりの期間にわたりみどりの総量が減ることなり、そうした状況を危険と捉

えることもできる。歩行者の「多い・少ない」を評価の視点に入れて、歩行者

がよく使う道では優先順位を落とすといった対応も必要ではないか。近年、命



に関わるほどの日差しの強さになっていると感じるので、管理計画に反映させ

ないと怖いのではないか。 

最終的に適正配置の「幸せな樹形」になるまで、数十年単位の時間がかかる。

管理方針では「計画的な更新イメージ」として、４本のうち一旦３本を間伐し、

２本を補植していくイメージを示していたが、中間段階で本数を急激に減らさ

ずに更新していくことができないか、専門の皆さんのお力で考えていければと

思う。 

 

（池邊会長）エルニーニョ現象の影響により、今年の夏は去年よりも暑くなると

言われているが、例えば、安全確保のために通学路を優先して対応していくと、

子どもたちが暑い中で登下校することになってしまう。また、お話のあった物

流の方々も暑い中を走っている。伐採した場所で熱中症による死者が出るよう

なことがあれば、やはり問題になる。伐採による道路の温度の変化は、市民の

方でもすぐに測ることができ、ＳＮＳにアップされたりもする。そうした点に

ついても配慮しなければならず、優先順位１・２・３というふうに簡単には進

められないと感じている。 

植栽間隔については、「樹冠」という樹木が傘のように開いてる部分の広が

りが足りていれば影ができるので、茨城県つくば市では、間伐して樹木を一本

おきにしていくということを行った。 

暑さ対策ということも考慮する必要があると考えている。 

 

（伊藤紀子委員）管理方針２０ページに根上がりの写真があるが、根上がりした

樹木を伐採した後の管理について、舗装はどのようにしていくのか。市役所前

にケヤキを伐採した箇所があるが、植樹ますが切ってあって段差があり、切り

株の根元は土のままになっている。日が経てばそこから雑草が生えてきて、我々

がその草むしりの活動をしている状況である。 

伐採したら終わりという印象を受けているので、伐採をした後の歩きやすい

舗装の整備も含めて検討をお願いしたいと思う。 

 

（池邊会長）伐採後には巨大な根が残るため、薬剤を入れて早く腐らせ、次の樹

木を植えられるように処理することが一般的ではあるが、根上がりしてしまっ

た舗装の補修はすぐに行うことが難しい。 

街路樹の維持管理予算には、剪定費用などが含まれているが、歩道の舗装に

係る予算は道路本体の予算として管理されており、街路樹の維持管理予算には

含まれていないことがほとんどである。 

根上がりの補修だけでも毎年大変なお金がかかっている中で、今後、伐採後



の歩道の補修ができなければ、結局はベビーカーや車いすの通行に支障が残る

ことになってしまい、対応がなかなか難しいところである。 

 

（道路部調整官）切り株を中途半端に思える高さで残している理由としては、切

り株を低くするとつまずいて転んでしまう恐れがあるため、５０～６０センチ

メートル程度の高さで切っているものである。また、伐採したばかりの樹木は、

まだ根が生きており、撤去するとしても舗装を大きく剥がさなくてはならない

ため、現在の対応状況となっている。 

費用はかかるが、切り株を削り取ったり、ドリルで穴を開けたりする機械が

あり、池邊会長からお話のあった根を早く腐らせる方法もあるとのことなので、

切り株をできるだけ早く取り除き速やかに舗装ができる方法を模索していると

ころである。歩道の有効幅員２メートルを確保するために伐採する路線では、

そうした対応を考えなければならないと考えている。 

また、国の「道路緑化技術基準」の解説では、すぐに根を取り除くことが難

しい場合、手前にポールを立てて注意喚起したり、地被類で覆いかぶせたりす

るといった方法も示されている。根をしっかり取り除かないまま舗装をかぶせ

てしまうと、根のあった部分が空洞になって陥没することも考えられるため、

様々な状況を調べながら、今後の審議会において対応をお示ししたいと考えて

いる。 

 

（池邊会長）樹木が大きくなればなるほど、根もすごい大きさや量になる。多摩

市では根が道路の反対側まで伸びている事例もあるなど、皆さんが想像する以

上のことが地下では起こっている。 

切り株を腐らせるものも様々あるが、土壌汚染に繋がるような強い薬剤は使

えないこともあり、伐根は非常に難しい課題となっている。 

相模原市では、切り株があることを視認できる高さで伐採しているとのこと

なので、市民の皆さんにもご理解いただければと思う。 

 

（辻野委員）雑木林のクヌギやコナラなどは、伐採した後から芽が出てきて戻る

ものだが、普通の街路樹では芽が出てこないのか。 

 

（池邊会長）同じように出てきてしまうので、伐採後は薬剤散布することが一般

的である。 

 

（伊藤紀子委員）地被類を根元に植えるとの話があったが、市道市役所前通の市

民体育館があった側のところに、リュウノヒゲをケヤキの根元に植えてきれい



に整っていたが、ここ数年の間に、犬の散歩のおしっこの影響で全滅してしま

った。 

私たちはそこで草むしりもしているが、臭いも強くて困っている。 

市役所前通は犬の散歩が多く見受けられるので、そうした面も配慮してもら

いたい。 

 

（池邊会長）犬の散歩では、水のペットボトルをマナーとして持ち歩き、水で洗

い流しているとは思うが、犬は本能的に舗装のところではなく、土や草がある

ところでしたがるものである。 

相模原市では、公園等のドッグランはあまりないのか。 

 

（道路部調整官）相模原公園などにはある。 

 

（池邊会長）犬を飼う方が増えており、それに伴う問題も様々聞くので、ご意見

として承りたい。 

 

（大沢副会長）４点ほど質問させていただきたい。 

１点目は、先ほどの街路樹の管理本数が減ったとの説明について、新規の道

路整備で街路樹を植えていれば管理本数も増えると思うが、昨年度はそれがな

かったという理解でよいか。 

２点目は、歩道の有効幅員２メートルを確保できていない路線は伐採するこ

とになるが、新規の道路整備において、歩道の有効幅員２メートルを確保でき

ない場合には、植えないという前提になっているか。新規の道路整備では植え

るということでは、管理方針・計画と矛盾することになってしまう。 

３点目は、歩道の有効幅員について「２メートル確保」としているが、道路

構造令では、自転車歩行者道の場合は、有効幅員３メートルと規定されていた

かと思う。自転車歩行者道であった場合には、３メートルを確保しなければな

らならず、誤解が生じるのではないか。 

最後に４点目として、先ほど歩行者の「多い・少ない」という議論があった

が、道路構造令では、街路樹を植える道路の区分として、第４種の道路には植

えることとされており、第３種の道路であれば、植えなくてもよいことになる

かと思うが、第３種か第４種の違いで伐採するといった考え方はあるのか。 

 

（道路部調整官）１点目の新たに植栽したものはないのかというご質問について、

現在、緑区で都市計画道路の整備を進めている箇所では、新たに植樹ますを設

けているが、高木はほとんど植樹していないため、本数も増えていない状況で



ある。今後の橋本地区のまちづくりなどでは、広幅員の道路を整備し、みどり

豊かなまちにするという視点もあるため、本数は増えるものと見込んでいる。

街路樹台帳は随時更新していくため、管理本数も変動があることをご理解いた

だきたい。 

２点目の歩道の有効幅員２メートルを確保できない新設道路での植樹につ

いては、３点目のご質問とも関連するが、本市の条例においても、第４種２級

以上の道路には、植樹帯を設けることとしており、幹線に近いような交通量の

道路については、歩道と植樹帯を設けることにしている。幅員の基準としては、

歩道幅員が３．５メートル、そのうち植樹帯を設ける場合は幅員１．５メート

ルまでとし、結果として歩道の有効幅員は２メートル以上確保されることとな

っている。自転車歩行者道の場合は、ご指摘のとおり歩道の有効幅員３メート

ルとなるが、現地の状況をよく確認しながら、対応したいと考えている。 

歩行者の「多い・少ない」という議論に関連した４点目のご質問について、

第３種や第４種といった道路の区分は、道路を新設する際に交通管理者である

警察と協議をすることになっている。その際に、交通量（通過台数）が何台以

上なので何種何級の道路になるという協議を行うが、道路が完成した後では、

当該道路が何種何級であるかについては、協議記録を調べなければ判別できず、

協議自体がかなり以前のことであるので、交通量が変化していたり、記録自体

が残っていなかったりする。そのため、今回は道路の区分によって対応策を検

討することができない状況である。現状の道路幅員を確認しながら、幅員が狭

く通行に支障があるということであれば、管理方針・計画に基づき対応してい

く必要があると考えている。 

 

（梅澤委員）説明資料２１ページの「樹木ごとの対応策の選定方法と優先順位の

考え方」について、「対応策④ 伐採」は、先ほど伐採以外の選択肢がないか模

索するとの説明があったが、「伐採あるいは他の安全確保方法の検討」などの補

足説明を追加するとよいのではないか。また、「優先順位２」に「樹木の成長に

より植栽ますに収まらなくなっている樹木」とあるが、すべてが伐採の対象に

なると誤解されては困るため、「植栽ますの拡大が不可能な場合」などと補足し

てはどうか。同じく「優先順位３」の「公園等沿道環境と競合する樹木」につ

いても、「将来性が見込めない樹木」などと補足するとよいのではないか。 

説明資料１８ページには「②巡回、点検・診断の実施」とあるが、今回のフ

ローチャートでは、どういった樹木を点検・診断等の対象とするかなどの考え

方については示されていないため、そうした考え方についても管理計画に記載

したほうが今後の対応が明確となってよいのではないか。 

 



（池邊会長）巡回や点検・診断については、非常に大事な視点だと思う。１８ペ

ージの米印の１～３には、通常行う車両による道路パトロール、徒歩等による

近接目視、災害発生後等に行う道路パトロールとあるが、それらをしっかりと

行っている事例は、他市や特別区でもあまりない。 

何か問題が起こったり住民からの苦情あったりして、はじめて対応する場合

が多いので、今回の管理計画では、巡回や点検・診断をしっかり行うことを盛

り込んだ方がよい。 

梅澤委員のご発言のとおり、危険な樹木は伐採しなければならないが、すべ

て伐採されてしまうと受け止められることがないよう、伐採後に中木や灌木、

地被類が植えられないのかを検討することはあり得る。伐採して舗装だけの道

路になってしまうと受け止められないよう、伐採後のイメージ図も必要になっ

てくると思う。伐採後の対応には様々なバリエーションがあるため、そうした

検討が必要になる。 

 

（道路部調整官）優先順位の考え方については、他の方策の検討や植樹ますの拡

大が不可能な場合などを補足したほうがよいとのご意見をいただいたので、計

画の中にどのように盛り込むか検討させていただきたい。 

巡回、点検・診断のフローについては、管理方針では現状の点検・診断につ

いて、桜とブナ類のみを対象に行っていることを記載している。国の「街路樹

点検の実施促進のためのガイドライン」の検討が、本市の管理方針の検討と同

時期に行われていたため、管理方針では現状しか記載ができなかったものであ

る。 

国においてガイドラインが公表されたことを踏まえ、内容に齟齬が生じない

ようしっかり確認しながら、今回の管理計画において巡回、点検・診断の実施

についても明記したいと考えている。 

なお、国のガイドラインでは、点検の優先順位が示され、重要度が高いもの

については、年に１度は近接目視として樹木を直接確認することが示されたた

め、本市においても管理計画にも反映し、しっかり実施していきたいと考えて

いる。具体的には、本日いただいたご意見も踏まえ、次回以降の審議会でお示

ししたい。 

 

（池邊会長）私も国の委員会などに参画しているが、どちらかと言えば、国道の

方が管理頻度は低い状況で、国道１６号は異なるかもしれないが、全国的には

５～６年に１回の剪定のため、棒状の街路樹になってしまうとの話を聞いてい

る。 

一方で、特別区などではきめ細かく取り組んでいるところもあり、私が関係



している横浜市では、以前は５年に１回程度の剪定で棒状の樹形になっていた

が、維持管理費にみどりの市民税を充当して、現在では２～３年に１回の剪定

を行い、きれいな樹形を保っている。 

どこの自治体でもきれいな樹形を保ちたいのだと思うが、街路樹は大きくな

ればなるほど非常にお金がかかるもので、例えば、高所作業車が必要だったり、

ガードマンの誘導が必要だったりする。そうしたことがあまり理解されないま

ま、単に伐採してはいけないとか、棒状に剪定されて悪い樹形だということだ

けが伝わってしまうのは残念なことである。 

国道の場合は電線の地中化が進み、きれいな街路樹が形成されている路線も

多くなってきているが、市道等の場合は道路の幅員も異なり、一概に国道と合

わせた整備を進めることは難しいところである。 

 

（相武国道事務所副所長）本ガイドラインは、昨年度末の３月３０日に公表した

もので、国道１６号の場合、ガイドラインの６ページに優先順位の表があるが、

区分Ａに該当するものと認識している。緊急車両などが通行するということで、

より安全に配慮した管理しなければならないということである。 

先日、公園において桜の木の倒木事故があり、樹木管理について記者からの

質問に対し、国土交通大臣からは、当該ガイドラインを公表し、これに従って

点検等を行うように指示しているとの答弁もあったところである。 

また、先ほど維持管理の予算について、他の委員から驚きの声が上がってい

たが、国道管理の場合も、様々な業者に業務を発注しており、樹木を剪定する

業者と路面を補修する業者は別々に契約していて、予算も分かれている状況で

ある。 

 

（田嶋委員）２点質問させていただきたい。 

１点目は、対応策や優先順位の判断の仕方について、本日示していただいた

内容は、安全性の確保ということが非常に強く打ち出されているが、他の委員

の方からのご発言にもあったとおり、街路樹の有している多面的な機能や価値

について評価する視点が必要なのではないか。 

昨年度も議論があったと記憶しているが、例えば、景観形成や防災対策、Ｃ

Ｏ２固定や生物多様性の確保のほか、先ほど議論のあった温暖化への対応など、

気候危機とも言われる時代にあって、街路樹にはそうした機能を発揮できるポ

テンシャルを有している。数値的に評価・判断基準を示すことは難しい側面が

あると思うが、そうした機能をしっかり踏まえた上で、本計画の対応策を考え

ているということを示しておいたほうがよいのではないか。 

２点目は、対応策について、特に「シンボル並木の形成」に関連すると思う



が、「樹勢回復」としての土壌改良などが含まれていないため、対応策としてど

こかに盛り込む必要があるのではないか。 

 

（池邊会長）街路樹の多面的な機能や価値について、これまでの議論においても、

気候変動や、それに伴う夏場の高温について挙げられてきたところである。ま

た、景観的な価値については、琵琶湖のメタセコイヤ並木の事例などをご存じ

の方も多いと思うが、相模原市においても、ＳＮＳにアップされるような桜や

紅葉の美しい街路樹もあると思うし、街路樹があることによって建物や通りが

きれいに見えるということもある。さらに、みどりのコリドー（回廊）として、

昆虫や鳥など生物多様性を確保するということが世界的に言われており、相模

原市の場合には、津久井湖の辺りまでネットワークができているように思われ

るが、そうした役割・機能が街路樹にはあるのではないかとのご指摘だと思う

ので、管理計画において考慮しておく必要がある。 

樹勢回復については、事務局からなにかお答えいただけるか。 

 

（道路部調整官）樹勢回復については、現状では対応しきれていないところであ

る。理由としては、現在の街路樹管理が事後対応的になっており、樹勢を回復

する以前に、診断の結果、伐採しなければならないという対応に追われている

ような状況である。 

残さなければならない樹木があるのであれば、土壌改良などによる樹勢回復

ついて検討する必要があると考えている。 

管理方針では「新設路線への植栽の考え方」について記載したが、新設路線

については、根張りをよくするための工夫も必要だと考えている。管理方針・

計画に基づく取組を進め、「幸せな樹形」の形成が図られた後に、土壌改良を行

ってでも残していきたい樹木が現れてくる段階に至るものと考えている。いた

だいたご意見をよく検討させていただきたい。 

 

（池邊会長）土壌改良については、グリーンインフラとも関連がある。土壌が硬

くなり過ぎたことで、水を吸収しないような植樹ますが見受けられるが、土壌

を改良して植樹ますが水を吸収することにより、洪水の頻度が少なくなるとい

うことがあり、国においてもグリーンインフラの取組を進めているところであ

る。 

街路樹整備とグリーンインフラの取組を連携しながら取り組んでいるとこ

ろもある。海外のニューヨークなどでは、街路樹の土壌が水を吸収するように

整備することで、実際にハドソン川の洪水の頻度が低くなるといった効果が上

がっているようである。 



 

（𠮷田委員）危険を放置するわけにはいかないため、「安全性の確保」を掲げるこ

とについての異論はない。 

しかし、私はこれまでの会議で３０年間くらいの長期的な時間軸で考えては

どうかという話をさせていただいたが、３０年後には日本の人口が３，０００

万人くらい減ってしまうともいわれている。その時に、人がほとんど歩いてい

ない道路で、目標樹形の形成等にどこまで取り組む必要があるか。放置しても

よいということではなく、負担にならないような街路樹との向き合い方も考え

ていかなければならないのではないか。人間側のソフト面での対応を考えても

よいのではないかと思う。 

今回の説明資料では、「伐採」という言葉が何度も出てくるが、伐採を“是”

とするのが街路樹管理の在り方の根底かということを、自分の中で問いかけな

がら考えていたところである。 

先ほど、新磯地区まちづくり会議の話があったが、そうした地域住民からの

アイディアとの向き合い方については、管理方針・計画を定めたからと言って、

昭和期のインフラ整備ように邪魔なものは全部退かしてしまうといった一面的

な向き合い方ではなく、様々な判断材料を考慮しながら、優先順位等について

は柔軟に対応していただきたいと思う。 

街路樹をどう剪定・伐採するかという議論を続けてきたが、インフラ整備の

考え方を変えて、民地側に歩道を１．５メートル広げるような方針を持っても

構わないのではないか。 

また、根上がりの対応や伐根処理には非常に手間がかかるとのことだが、車

いすや自転車は直線的な動きになるかもしれないが、人間はまっすぐにしか歩

けない動物ではないはずであり、樹木の周りに曲線的な迂回ルートをつくるこ

とで、それがまちの景観づくりにも繋がるような取組があってもよいと思う。 

街路樹にとっても「幸せ」という方針を掲げた以上、人間の側も折り合いを

つけていくという視点を盛り込んでいただければ嬉しいと思った次第である。 

 

（池邊会長）私は「伐採」ではなく、「計画更新」という言葉を使うようにしてい

る。「計画更新」の場合には、巨木化した樹木は伐採しなければならないが、中

木や灌木に変えることで、みどりそのものが無くなってしまうわけではないと

いうことである。 

３０年間の長期的な時間軸は非常に重要な視点である。多摩市の事例では、

きれいな街路樹を今のまま守ってほしいとの意見も強かったが、今のまま守っ

て１０年も経てば、高齢化が進んで人口も減少し、街路樹は森のようになって、

新しい子育て層が入ってこられるようなまちではなくなってしまう。地域とし



て森のようなまちにするという方針ならばそれでも構わないが、住宅地として

残すのであれば、子育て層がベビーカーを押して歩きやすいとか、夜道を女性

が１人で歩いても怖くないといった取組を進める必要があるのではないか。 

どうしても守らなければならない樹木があり、みんなで守ろうという気持ち

があれば、𠮷田委員からご意見があったように、人間側のソフト面で対応する

ということが、特別解かもしれないが、あってもよいのではないかとも思う。 

例えば、市民の側はどうしてもその樹木を守りたい。しかし、市側としては

方針や予算の都合で折り合いがつかない。そうした場合には、クラウドファン

ディング制度の活用や伊藤紀子委員が活動されているようなアダプト団体等と

連携した取組事例が出てきてもよいと思う。 

今回の説明資料では、先ほど梅澤委員からご意見があったとおり、事務局と

してはそのようなつもりはなかったかもしれないが、全体として「伐採」が前

面に打ち出されていて、切口上な印象を受ける。また、石川委員からご意見が

あったとおり、地域の方々と話し合いながら、市民と街路樹の両方にとって「幸

せ」にしていかなければならない。すべて伐採してしまっては、市民にとって

も、街路樹にとっても「幸せ」ではなくなってしまう。 

資料の表現については、改めて検討をする必要があると思うが、「伐採」と

いう言葉は、巨木になればなるほど「命を刺す」という意味合いが大きくなっ

てくるものである。地域のランドマークとして愛されている樹木が、急にすべ

てなくなってしまうというのは、地域の皆さんはすごく寂しく感じるし、まち

全体に非常に影響を及ぼすものであり、そうしたランドマークを再びどのよう

に作っていくのかということを、もう一度考えて進めていただければと思う。 

 

（道路部調整官）事務局においても、「伐採」はやむを得ない場合に行うものと考

えており、池邊会長の方からもご指摘のとおり、管理計画での表現については

工夫をする必要があると考えている。事務局内で改めて検討し、皆さんにご提

示したい。 

 

（池邊会長）説明資料１９ページの「伐採＋更新（異種）」という表現も、一般の

市民の方には分かりづらいかもしれない。道路が狭いところでは、樹形が細く

てあまり広がらない樹種を選ぶなど、適材適所に変えていくということだと思

うので、表現を工夫してもらえればと思う。 

昨年から議論を続けてきた委員の皆さんであってもこれだけのご意見があ

げられているので、広く市民の方々に示した途端に、管理計画ではなく伐採計

画を作っているのかと言われてしまっては、会長の私としても立つ瀬がない。 

これは伐採計画ではなく、街路樹と市民が一緒に共生していくための管理計



画であると私は考えているので、ぜひそうした形で進めることができればと思

っている。 

 

次に、「５ 今後のスケジュール」について、事務局より説明を行い、次のとお

り意見等があった。 

 

（池邊会長）審議内容も含め、開催回数については、これくらいが適正かと思う。 

また、６～７回目くらいになると思うが、実際に現地の状況を皆さんに見て

いただき、先ほどの対応策や優先順位の設定が適切だということを確認・共有

する機会を設けたい。 

 

（石川委員）６回目の「対象路線等選定」について、対象路線が２３３路線ある

とのことだったが、そのすべてについていずれかの取組方針や対応策を選定す

るということか。または、いくつか代表的な路線をピックアップするのか。 

 

（道路部調整官）管理方針では、取組方針１・２に該当しない路線等はすべて取

組方針３の対象路線等とすることとしており、管理計画においても全２３３路

線を対象とする考えである。 

現在、対象路線や樹木のリスト化を進めているが、街路樹が数本しかない路

線もあるため、樹木本数が多かったり、歩道の有効幅員が狭かったりする路線

から、お示ししていくことになると思う。１０年間の計画期間で全てに対応す

ることは難しいと思われるため、まずは最初の１０年間に取り組む路線から具

体的にお示ししたいと考えている。 

 

（池邊会長）皆さんから様々なご意見をいただいたので、次回までに事務局と内

容を詰めながら、表現や選定フローなどについて、修正したものを皆さんにご

提示することになるかと思う。 

以前の会議でも言ったように、行政が管理する街路樹ということではなく、

「ＯＵＲＳ（私たちの街路樹）」になってほしいと願っている。 

今後は、第６～７回が議論のピークになると思うが、実際に現地も見ていた

だきながら議論を進めていきたい。 

管理計画では、計画期間の１０年間で全２３３路線にどのように取り組んで

いくかということを決めていくが、先ほど𠮷田委員からご意見のあったとおり、

人口が減少し、街路樹管理のための予算も増えないであろう状況で、コストパ

フォーマンスのよい管理の仕方ということも考えていかなければならない。 

残していきたい樹木については、クラウドファンディング制度の活用や、 



「ＯＵＲＳ（私たちの街路樹）」として、水やりなどを市民の手で行うような管

理もぜひやっていただけたらと思う。 

今年度はパブリックコメントも予定されているとのことだが、伐採計画とし

てではなく、みんなで相模原のみどりを育てていく計画だと思っていただける

ようなものにしていきたい。皆さんの検討を引き続きお願いしたい。 

 

（池邊会長）会議録の作成については、会長一任とすることで、よろしいか。 

（総員）異議なし 

 

以 上   
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